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体的にかかわっていく意識を養うととも
に，法や司法を身近なものと感じ，法に
よって紛争を解決する態度，法（ルール）
を自分で創り出し，遵守し，必要に応じて
改善していく態度を身に付けるための取組
等を促進している。

　　 　また，法教育の一層の普及・発展を図る
ため，平成17年５月に「法教育推進協議
会」を発足させ，平成18年度には，上記法
教育教材を更に分かりやすく，使いやすく
するためのQ&A集及びDVDを作成した。

　　 　平成19年には，同協議会の下に，私法分
野における法教育の在り方に関する検討等
を行うための「私法分野教育検討部会」及
び小学生を対象とした法教育教材の作成等
を行うための「小学校教材作成部会」が設
置され，活発な議論が行われた。平成21年
に，同協議会は，両部会の検討結果を報告
書及び教材として取りまとめた。

　　 　法務省では，これらの法教育教材や
Q&A 集，報告書を法務省ホームページ
（h t t p : / /www .m o j . g o . j p / h o u s e i /
shihouhousei/index2.html）に掲載するな
どして周知を図っている。

　　 　また，平成21年から法務省内にプロジェ
クトチームを設置し，新たな法教育教材の
作成等を行うとともに，法務省職員等を講
師として中学校・高等学校等に派遣する法
教育授業を実施している。

　イ　租税教育（国税庁）
　　 　国税庁では，次代を担う児童生徒が民主
主義の根幹である租税の意義や役割を正し
く理解し，社会の構成員として税金を納め，

１　社会形成への参画支援
⑴ 社会形成・社会参加に関する教育（シティ
ズンシップ教育）の推進
　 　社会の一員として自立し，権利と義務の行
使により，社会に積極的に関わろうとする態
度等を身に付けるため，社会形成・社会参加
に関する教育（シティズンシップ教育）を推
進することが必要である。
　 　学校教育においては，学習指導要領に基づ
き，小・中学校の社会科や高等学校の公民科
を中心に従来から民主政治や政治参加，法律
や経済の仕組み，勤労の権利と義務等につい
ての教育を行ってきた。さらに，平成20年３
月に公表された小・中学校学習指導要領及び
平成21年３月に公表された高等学校学習指導
要領では，社会の変化を踏まえ，社会参画と
いう視点を重視し，「社会生活を営む上で大
切な法やきまり」や，「国民の司法参加」，「契
約の重要性」，「消費者の基本的な権利と責
任」等を扱うこととするなど，教育内容の充
実を図っている。
　ア　法教育（法務省）
　　 　法務省では，法律専門家ではない一般の
人々が，法や司法制度及びこれらの基礎に
なっている価値を理解し，法的なものの考
え方や公正な判断力及び社会への参加意識
を身に付けるための教育（法教育）の普
及・発展のため，様々な取組を行っている。

　　 　具体的には，平成16年11月に，中学生を
対象とした法教育教材を作成し，中学校に
おいて，この教材に基づいた授業を実践す
ることにより，社会経済活動と法との関係
についての理解を深め，社会経済活動に主

子ども・若者の社会形成・社会参加支援第２節

大学院生のティーチング・アシスタント
（TA）やリサーチ・アシスタント（RA）
としての雇用等を通じた支援を行っている。

　ウ　その他（厚生労働省）
　　 　生活保護受給者に対し，就労による経済
的自立を支援するとともに，受給者の子ど
もに対し学習支援等を行っている。
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に身に付けてもらうため，金融経済教育に
関する様々な取組を実施している。

　　 　具体的には，金融を取り巻く環境が大き
く変化している中，金融に関する知識が不
十分なために，金融取引に関するトラブル
に巻き込まれることがないよう，平成19年
２月に，これから新社会人となる者を対象
としたパンフレット「はじめての金融ガイ
ド」を一般社会人にも役立つよう大幅に改
訂し，金融に関するトラブル事例，トラブ
ル防止策，困ったことがあった際の相談先
等を盛り込み，全国の高等学校のほか，大
学生協，消費生活センター，ハローワーク
等に広く配布した。平成19年３月に，中学
校・高等学校向け副教材「わたしたちの生
活と金融の働き」を，最新の制度改正やト
ラブル事例を踏まえて改訂し，中学校向け
生徒用パンフレット，高等学校向け生徒用
CD－ ROMを作成して全国の中学校・高
等学校に配布した。

　　 　平成19年度においては，金融広報中央委
員会が行った学習指導要領の趣旨を踏まえ
た教育プログラム（金融教育プログラム）
の作成に参画したほか，学校における金融
経済教育の一層の推進を図るため，全国の
財務局・財務事務所において現場教員との
懇談会を実施した。また，平成20年３月に，
多重債務，振り込め詐欺，偽造盗難キャッ
シュカード等の金融トラブルの未然防止等
を目的として「はじめての金融ガイド」
DVD版を作成し，全国の高等学校等に配
布した。

　　 　なお，平成21年度においては，「はじめ
ての金融ガイド」パンフレット及びDVD
を全国の高等学校等に配布した。

　エ 　労働者の権利・義務に関する教育（厚生
労働省）

　　 　実際に労働関係法制度を利用することが
できるように，労働者としての権利，義務
及び各種制度について理解の促進を図るた
め，教育や啓発活動を推進している。

その使い道に関心を持ち，さらには納税者
として社会や国の在り方を主体的に考える
という自覚を育てることを目的に，租税教
育の充実に向けて様々な支援を行っている。

　　 　具体的には，各都道府県に設置した租税
教育推進協議会（国，地方公共団体，教育
関係者等で構成）を通じて，要望のあった
学校等に対する租税教室の講師派遣，教員
を対象とした研修会等の実施，税の作文募
集等の活動を展開している。

　　 　また，国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp/）に「税の学習コーナー」
を開設し，租税教育用教材を掲載するな
ど，学校における租税教育の充実に向けた
支援を行っている。

　　 　さらに，国税庁では，青年層を含む納税
者が，租税の意義や役割，税務手続につい
て，正しく理解し，自らが適正な申告と納
税を行えるよう，様々な広報媒体を通じて
広く税に関する情報を提供している。

　　 　具体的には，納税者が知りたい情報をい
つでも入手できるようにするため，国税庁
ホームページで税務手続・案内，統計情
報，通達，報道発表資料等の様々な情報を
掲載したり，動画と図解で分かりやすく税
情報等を解説するインターネット番組
「Web － TAX－ TV～ジャンルで選べる
税金ガイド～」を配信するなどインター
ネットを中心とした情報提供に努めるほ
か，ポスター，パンフレット等の各種広報
媒体も活用している。

　　 　また，全国的な広報活動として，毎年11
月11日～17日を「税を考える週間」とし
て，全国各地で講演会，座談会等の各種施
策を実施し，納税者意識の高揚に努めてい
る。

　ウ　金融経済教育（金融庁）
　　 　金融庁では，金融やその背景となる経済
についての基礎知識に立脚しつつ自立した
個人として判断し意思決定する能力である
「金融経済リテラシー」を，国民一人一人
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　　　・学校における消費者教育の推進・支援
　　　・地域における消費者教育の推進・支援
　　③　各府省の施策（消費者庁，文部科学省）
　　○ 　消費者教育の体系的・総合的推進（消

費者庁）
　　　 　消費者庁のリーダーシップのもと，関

係省庁，学識経験者，消費者団体，教育
関係者等をメンバーとする「消費者教育
推進会議」を新たに開催し，これまでに
蓄積された研究・実践の成果を生かして
小学校から大学生，そして成人に至るま
での多様な消費者教育を，連携して体系
的に進める体制を確立することとしてい
る。

　　　 　また，平成21年度は，自主的かつ合理
的に「気づき，考え，行動する」消費者
を育成する消費者教育の効果的かつ効率
的な展開を図る上で参考となるモデル
ケースや具体的取組手法，多様な主体の
参画による取組事例等について調査を
行った。

　　○ 　消費者教育用教材の活用の推進（消費
者庁）

　　　 　消費者被害・事故に遭わない消費者を
育てることを目的として，消費者に対
し，必要とされる消費者教育を効率的・
効果的に行うために，先進的教育手法や
消費者教育効果の測定手法についての検
討を行っている。

　　　 　新学習指導要領の実施に併せて，消費
者被害・事故に遭わない消費者を育てる
ことを主眼に置いた消費者教育用教材を
作成することとしている。

　　　 　また，消費者教育の基盤整備として，
関係行政機関等で作成された消費者教育
関連の教材及び実践事例等に関する情報
等を集約したポータルサイト（http://
www.caa.go.jp/kportal/index.php）を，
平成21年度に本格施行するとともに，そ
の内容を拡充している。本ポータルサイ
トを継続して運用し，機能や教材を拡充

　オ 　消費者教育
　　①　消費者教育の意義（消費者庁）
　　　 　消費者基本法（昭43法78）では，第２

条において消費者政策の基本理念が示さ
れ，消費者に対し必要な情報及び教育の
機会が提供されることが消費者の権利で
あること等を尊重するとともに，消費者
が自らの利益の擁護及び増進のため自主
的かつ合理的に行動することができるよ
う消費者の自立を支援することとされて
いる。また，同法第７条では，消費者に
対し，自ら進んでその消費生活に関して
必要な知識を習得し，必要な情報を収集
する等自主的かつ合理的な行動に努めな
ければならないとされている。消費者教
育は，この消費者の取組を支援するもの
であり，同法第17条では，国及び地方公
共団体が消費生活に関する教育を充実さ
せることとされている。

　　　 　近年，経済の仕組みの変化や規制緩和
の流れの中で，消費者トラブルは多発
し，その内容も複雑化・高度化してい
る。この中で，個々の消費者が豊かな生
活を実現していくためには，早い段階か
ら経済行為の主体たる消費者としての基
礎的な知識を身に付け，主体的に責任を
持って意思決定を行いうる能力を持った
消費者となることが重要であり，自立的
な消費者を育成していくための消費者教
育の一層の推進が必要である。

　　② 　消費者基本計画における消費者教育の
取組（消費者庁，文部科学省）

　　　 　平成22年３月30日に閣議決定した消費
者基本計画においては，消費者が生涯に
わたって消費生活について学習する機会
があまねく求められている状況にかんが
み，以下のとおり，学校，家庭，地域，
職域その他の様々な「場」において消費
生活に関する教育が充実するよう必要な
施策を講ずることとしている。

　　　・消費者教育の体系的・総合的推進
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制度となっているが，社会保障制度に対す
る理解不足が，生活への不安につながって
いる例も指摘されている。このため，まず
は，社会人になる前の小学生，中学生又は
高校生に対し，体系的に社会保障制度を学
ぶ機会を作ることが，国民生活の安心・安
定，制度の安定的な運営につながるものと
考えられることから，従来から行っている
ホームページ上での情報提供，ポスターの
配布，白書の作成等に加え，分かりやすい
パンフレットの作成を検討することとして
いる。

　キ　公的制度に関する情報提供・意識啓発
　　①　外交（外務省）
　　　 　外交問題に関する青少年層の理解を深

めるために，外務省ホームページにおい
て，動画や画像等を含む理解しやすいコ
ンテンツの制作に努力するとともに，外
交をより身近に感じられるよう，外務省
職員のエッセイ，インタビュー記事等
「生の声」を掲載している。

　　　 　また，国際社会における我が国の役割
と責任がますます大きくなっている情勢
の下，将来，我が国の様々な分野で活躍
すると考えられる大学生が，国際情勢・
外交問題に関する関心を持ち，理解を深
めることを目的に，外務省職員等が全国
各地の大学に赴き，講演を行っている。
この「外交講座」を平成21年度は，61講
座開催した。

　　　 　さらに，若手外務省職員との直接的な
意見交換・交流の機会を設けることによ
り，大学生が国際情勢や外交政策に対す
る理解を深め，国際社会に対する関心を
高めることを目的に，外務省セミナー
「学生と語る」を実施している。平成21
年度は，東京及び京都で合わせて３回開
催した。

　　　 　なお，平成21年度は，「大学生国際問
題討論会　フォーラム2009」を東京で開
催し，核兵器と安全保障に関する論題に

することにより，消費者教育に関する情
報と知見の共有を進めている。

　　○　学校教育（文部科学省）
　　　 　学校教育においては，消費者としての

正しい態度や知識を身に付けるため，学
習指導要領に基づき社会科，家庭科等を
中心に児童生徒の発達段階に応じた指導
が行われている。

　　　 　平成20年３月に小学校・中学校，平成
21年３月に高等学校の学習指導要領を改
訂し，今日の消費行動の複雑化，多様化
等を踏まえ，児童生徒が消費者としての
自覚をもち，主体的に判断し責任を持っ
て行動できるようにする観点から，消費
者教育に関する内容の充実を図った。

　　　 　また，学校における消費者教育の充実
のためには，学習指導要領の改訂により
充実を図った消費者教育の内容の充実に
加え，各学校において消費者教育推進の
核となる教員の育成等が求められてい
る。このため，文部科学省においては平
成22年度から，消費者教育の企画・調整
等を担う教員を養成するため，都道府県
教育委員会との連携・協力の下，教員の
指導力向上のための講座等を実施するこ
ととしている。

　　○　社会教育（文部科学省）
　　　 　社会教育においては，公民館等の社会

の社会教育施設等において，消費者に関
する学習機会が提供されている。文部科
学省においては，習得した知識が具体的
な行動に結びつくような消費者教育の内
容及び方法について，地域の関係団体等
と連携した実証的な調査研究を行い，そ
の効果を広く普及させることにより，消
費者教育のより一層の充実を図ることと
している。

　カ 　社会保障制度についての情報提供・意識
啓発（厚生労働省）

　　 　医療・雇用・年金・介護等の社会保障
は，国民が安心して生活をする上で必須な
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　ウ　学校教育における取組（文部科学省）
　　 　学校教育においては，学習指導要領に基
づき，総合的な学習の時間や特別活動等に
おいて，子どもたちの社会性や豊かな人間
性をはぐくむため，ボランティア活動等社
会参加活動を推進している。

⑵ 国際交流活動
　ア　高校生の交流（文部科学省）
　　 　文部科学省では，高校生留学の教育上の
意義を考慮し，安全で有意義な留学ができ
るよう，関係機関への指導・助言に努めて
いる。

　　 　また，高校生留学プログラムを行う団体
により設立された「全国高校生留学・交流
団体連絡協議会」（以下，「高留連」とい
う。）が行う諸事業を支援し，高校生交流
を推進している。具体的には，高留連が実
施する情報提供事業の支援や，年間留学プ
ログラムに参加する高校生に対し派遣経費
の一部の支援を実施している。

　　 　そのほか，（財）エイ・エフ・エス日本
協会及び（財）ワイ・エフ・ユー日本国際
交流財団が行う米国，アジア諸国等からの
日本語専攻高校生の受入れ事業についても
支援している。

　　 　さらに，ドイツ等の外国政府や，アジア
諸国等との国際交流事業を行っている各種
団体が主催する高校生派遣・招致事業の募
集・選考等に協力している。

　イ　海外高校生の招へい（外務省）
　　 　高校訪問・通学，ホームステイ，社会見
学等を通じ，海外の若年層の親日派育成等
を図るとともに，こうした教育分野におけ
る国際交流を通じた我が国の高校生の国際
理解促進や国際的視野の醸成を図ることを
目的として，様々な取組が行われている。

　　 　日・EU間では，平成18年の日・EU定期
首脳協議にて「日・EU間の人的交流と対
話を促進するための枠組み（FRamework 
Initiative for Exchange Networks and 
Dialogues: FRIEND）」を発表し，毎年

ついて，質の高い議論が行われた。
　　②　防衛（防衛省）
　　　 　自衛隊に対する青少年の理解を一層深

めるため，ホームページを活用した情報
提供，大学生を対象とした隊内生活体験
等の広報活動を実施している。

⑵ 子ども・若者の意見表明機会の確保（内閣
府，各省庁）
　 　平成14年から日本の社会や青少年を取り巻
く様々な問題等についてインターネットを利
用して青少年から意見要望等を聴取する「青
少年電子モニター」制度を実施してきたが，
同制度を見直し，平成21年度から，「ユース
特命報告員」を募集し，内閣府から提示する
課題等について，Ｅメールにより意見等を報
告してもらう「青少年目安箱事業」を開始し
た。
　 　なお，「子ども・若者ビジョン」の策定に
当たっては，内閣府特命担当大臣と子ども・
若者との対話集会の開催等を実施し，これら
の取組も踏まえ，平成22年７月に子ども・若
者育成支援推進本部において，「子ども・若
者ビジョン」を決定した。

２　社会参加の促進
⑴ ボランティア等社会参加活動の推進
　ア 　ボランティア活動の支援・推進（文部科

学省）
　　 　青少年教育施設においては，青少年が地
域社会へ参画することを支援するため，ボ
ランティアに関する事業を実施し，ボラン
ティア活動を通じて社会性をはぐくむ機会
を提供している。

　イ　山地・河川での活動（国土交通省）
　　 　国土交通省では，都市域における土砂災
害に対する安全性を高め，緑豊かな都市環
境，景観等を創出するため，学校の裏山等
の山麓斜面に一連の樹林帯（グリーンベル
ト）を形成することを推進しており，その
形成に当たっては，子ども・若者を含めた
地域住民が積極的に参加している。
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4,000人の若者の交流を目標としている。
そのうち，我が国では毎年欧州から60人の
高校生を受け入れることとし，「日欧高校
生交流プログラム」を実施している（平成
21年度　計60名，平成22年度　計62名）。

　　 　また，東アジア地域における青少年交流
を通じた相互理解の促進を図ることによ
り，良好な対日感情の形成及び域内のアイ
デンティティー形成を促進し，将来の東ア
ジア共同体構築に向けた土台を形成するた
め，平成19年度から東アジア首脳会議参加
国を中心に，５年間毎年6,000人程度の青
少年を招へいする「21世紀東アジア青少年
大交流計画」（JENESYS）を実施し，すで
に，１万5,000人以上の高校生を招へいし
ている。

　ウ　高校講座（外務省）
　　 　国際化の進展に伴い，外交問題が国民に
より身近なものとなっていることから，次
代を担う高校生が，異文化体験，国際情勢，
外交官の職務等をテーマに外交に関する認
識を高めることを目的に，外務省職員を講
師として全国各地の高校へ派遣し，講演す
る機会を設けている。この「高校講座」を
平成21年度は，125校で実施した。

　エ　小中高生の外務省訪問（外務省）
　　 　外務省への訪問を希望する小・中・高校
生を受け入れ，外務省の仕事の内容を紹介
し，また，国際問題等についての質問に答
え，参加者の外交や国際情勢に対する関心
を高めてもらう一助にしている。

　オ　青年海外協力隊派遣事業（外務省）
　　 　政府ベースの技術協力の一環として，昭
和40年に発足した「青年海外協力隊派遣事
業」は，開発途上国が要請する技術・技能
を有する青年男女を募集，選考及び訓練の
上，相手国と締結した「派遣取極」に基づ
き，開発途上国へ，原則として２年間派遣
する事業である。派遣された協力隊員は，
相手国の住民と生活を共にしつつ，草の根
レベルの技術協力を行い，相手国の経済・

社会の発展に寄与している。
　　 　協力隊の派遣分野は，農林水産，加工，
保守操作，土木建築，保健衛生，教育文化，
スポーツ及び計画・行政の８分野である。
平成22年４月末現在，74か国に対し，2,510
名（うち女性は，1,502名）を派遣中であ
り，累積の派遣人数は，３万4,488名（う
ち女性は，１万5,171名）である。

　カ 　国内外の青年リーダーを育成する国際交
流事業（内閣府，文部科学省）

　　 　多様な文化とともに生きていく意識を向
上させ，国際的な活動や地域における社会
的な活動への貢献を促進するためには，次
代を担う青少年が，諸外国の青年と生活を
ともにし，忌たんのない意見交換を行い，
交流を深めることが極めて効果的である。

　　 　内閣府では，共通の課題の研究・討論，
自国の文化紹介等の各種活動や産業・文
化・教育施設の訪問，ホームステイ，ボラ
ンティア活動の体験等を通じて，グローバ
ルな知識や発想及び高い国際交渉能力を身
につけることにより，次代を担うにふさわ
しい青年を育成することや，各国から参加
した将来の政官財を担う優秀な青年が我が
国青年との信頼関係を基礎として我が国へ
の理解及び友好親善を深めることを通じ
て，我が国外交の基盤形成に資することを
目指し，青年国際交流事業を実施している。

　　 　これは，我が国のイニシアティブの下，
各国政府の協力も得つつ，人材育成という
観点から我が国として目に見えるかたちで
国際社会に貢献しようとするものである。

　　 　この青年国際交流事業として，内閣府で
は，「国際青年育成交流」事業，「日本・中
国青年親善交流」事業，「日本・韓国青年
親善交流」事業，「世界青年の船」事業，
「東南アジア青年の船」事業及び「青年社
会活動コアリーダー育成プログラム」を毎
年実施している。

　　 　「国際青年育成交流」事業は，日本青年
を世界各国に派遣し，また，各国の青年を
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我が国に招へいし，日本や各国で各種交流
活動を行うもので，平成21年度は，合計48
名の日本青年を４か国・地域に18日間派遣
するとともに，合計46名の外国青年を4か
国から18日間招へいした。

　　 　「日本・中国青年親善交流」事業は，日
本青年を中国に派遣し，また，中国の青年
を我が国に招へいし，日本や中国で各種交
流活動を行うもので，平成21年度は，30名
の日本青年を15日間派遣するとともに，29
名の中国青年を15日間招へいした。

　　 　「日本・韓国青年親善交流」事業は，日
本青年を韓国に派遣し，また，韓国の青年
を我が国に招へいし，日本や韓国で各種交
流活動を行うもので，平成21年度は，30名
の日本青年を15日間派遣するとともに，30
名の韓国青年を15日間招へいした。

　　 　「世界青年の船」事業は，日本と世界各
国の青年が，船内で共同生活をしながら，
船で各国を訪問し，船内・訪問国で各種交
流活動を行うもので，平成21年度は，130
名の日本青年と12か国の合計138名の外国
青年とが43日間の航海を行い，日本以外に
２か国に寄港した。

　　 　「東南アジア青年の船」事業は，日本と
ASEAN（東南アジア諸国連合）各国の青
年が，船内で共同生活をしながら，船で
ASEAN各国を訪問し，船内・訪問国で各
種交流活動を行うもので，平成21年度は，
40名の日本青年と ASEAN10か国の合計
284名の外国青年とが43日間の航海を行い，
日本以外に５か国に寄港した。

　　 　「青年社会活動コアリーダー育成プログ
ラム」は，日本で，青少年関連，高齢者関
連，障害者関連の各分野で社会活動に携
わっている青年を各国に派遣し，また，各
国で実際に３分野の社会活動を運営してい
るリーダーを我が国に招へいし，両者の交
流により，国際的なネットワークを持っ
た，社会活動の中核を担う青年リーダーを
育成するもので，平成21年度は，合計26名

の日本青年を，社会活動の盛んな先進国３
か国に10日間派遣するとともに，合計38名
の外国青年を，同じ３か国から15日間招へ
いした。

　　 　内閣府の青年国際交流事業の参加者は，
これまでに日本青年約１万5,000名，外国
青年は約１万8,000名を数える。事業に参
加した青年（既参加青年）たちは，事業を
通じて得た知識や経験，ネットワークを活
かし，各国・各地域で，国際交流や青少年
育成等の社会貢献活動を始め，多くの事後
活動を活発に展開している。また，既参加
青年たちは，各国で自主的に事後活動組織
を立ち上げ，現在，日本を含む世界約50か
国で事後活動組織が設立されている。

　　 　日本における事後活動組織「日本青年国
際交流機構」が取り組んでいる活動の例と
しては，各国への訪問研修，独自の青年相
互交流プログラム，被災国の子どもたちに
絵本を贈る取組等，ネットワークを活かし
た国際的な活動から，外国文化の紹介イベ
ントや在住外国人との交流会といった地域
密着型の活動まで多岐に渡る。

　　 　これらの事後活動は，既参加青年たちが
自主的に行っているものであるが，内閣府
としても，各国事後活動組織の代表者を日
本に招へいし，代表者間で事後活動につい
て意見・情報交換を行う会議を開催した
り，既参加青年向けに各国・各地域の事後
活動を紹介するニュースレターを発行する
など，既参加青年を核とする国際的な人的
ネットワークの充実強化を側面支援し，事
後活動の一層の活性化を推進してきている
ところである。

　　 　文部科学省では，我が国の青少年の海外
派遣・海外の青少年の日本招へいを行い，
両国の共同体験活動，各国の伝統・文化の
体験活動等の交流事業を行う「青少年交流
推進事業」を青少年団体に委託して実施し
ている。


